
 

◆夢を育み 明日が待たれる 魅力ある学校づくり◆   

 
 

○ 令和３年１１月の各校職員の超過在校等時間は長くありませんでしたか。 
県北管内の令和３年１１月の状況  
（４５ｈ以下：４８％ ４５ｈ超～８０ｈ超：４５％ ８０ｈ超：５％（８３人） １００ｈ超：２％（３２人） 
平均超過在校等時間 47時間56分（小学校41時間56分 中学校56時間08分） 
 
→・１１５人が過労死ライン越え・・・解消が急務  
・４５％を占める４５ｈ超～８０ｈ超で８０ｈに近い職員・・・改善が急務  
・45h以下で４５ｈに近い・・・改善が急務  

→ 何かを変えなければ本年度も同じように教職員は長時間勤務となります。  
以下に取組例を紹介します。ご活用願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各市の「在校等時間の上限方針」について、今一度、全職員でその趣旨について共通理解を図り、各

校ですすめていただいている「働き方改革」の意義を再確認して取組の充実をお願いいたします。 

・常陸太田市立小中学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針に関する規則  
・日立市立学校管理規則第２５条 
・高萩市立学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針  
・北茨城市立学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針  
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１ ICT の活用を含む学校の状況に即した業務の削減・効率化の工夫 

  ●ICT 活用関連               【高萩市立松岡小学校の取組】  

 

【ポイント】教材研究を含め ICT を活用した学習指導の

充実・業務の効率化の推進 ※太字は２学期以降の取組  



 
２ 週時程の工夫                  【結城市の取組】 

県北管内と同じように、結城市でも、市教育委員会の指導により、全小中学校で週時程の見直
しをすすめ、令和４年７月には市内のすべての教職員の超過在校等時間が４５時間以内となるな
ど、成果をあげています。 

 

●中学校１、２とも部活動終了しての完全下校時刻は ４～９月（夏季休業中を除く） １７：３０、 
１０月 １７：００、１１月 １６：４５、１２月  １６：３０、２月  １７：００、３月  １７：１５ 

中学校１   小学校  

中学校２  

8:20から 1校時開始 

15:40 から部活動 

夏場は約２時間活動 

午前中に５時間授業 

15:0５全校下校 

8:３0から 1校時開始  

勤務の態様として分担を明示  ※休憩時間の確保  

空 き時 間 に

会議  

月は清掃

なし 


